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◆支給額（平成31年４月現在）

　子どもの障がいの程度によって１級と２級に
分かれています。
▶１級は、身体障害者手帳１～２級程度、療育手
帳Ａ程度の精神や身体に重い障がいがある子ども
▶２級は、身体障害者手帳３～４級（４級は一部）
程度またはこれと同じくらいの精神や身体に重い
障がいがある子ども
◆支給時期
　手続きした月の翌月分から支給の対象となり、
４月・8月・11月に支給されます。
◆所得制限
　受給資格者などの前年の所得が限度額を超える
場合には、手当が支給されません。

◆特別児童扶養手当とは
　精神や身体に重い障がいのある子どもを育てて
いる家庭に支給される手当です。
◆支給対象者
　20歳未満の精神や身体に重い障がいのある子ど
もの父母または父母の代わりに子どもを養育して
いる人が対象となります。ただし、子どもが施設
に入所しているときや、子どもが障がいによる公
的年金を受給できるときは対象となりません。
◆申請手順

◆申請窓口
　地域福祉課、西根・安代両総合支所、田山支所

特別児童扶養手当とは？
支給区分 支給月額

（対象障がい児童１人当たり）
１級の場合 52︐200円

２級の場合 34︐770円

❶申請窓口へ
・所定の診断書用
紙を受け取る
・必要書類を確認

❷専門医へ
❶の診断書用
紙を持参して
診断を依頼

❸申請窓口へ
❷の診断書、必
要書類を持参
して申請
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２
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献
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献
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？
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０
０
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取
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献
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戻
す
）は
、
男
女
と
も
に
18
歳
か
ら

で
き
ま
す
。

■
献
血
っ
て
時
間
が
か
か
る
の
？

　
全
血
献
血
の
場
合
、
受
け
付
け
か

ら
採
血
後
の
休
憩
ま
で
約
40
分
で
す
。

❶
受
け
付
け
で
健
康
状
態
に
つ
い
て

の
質
問
に
回
答

❷
医
師
の
問
診
、
血
圧
測
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、
血
液

中
の
ヘ
モ
グ
ロ
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測
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献
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❸
採
血
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、
全
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献
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は
約
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15
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、
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献
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は
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ら
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❹
採
血
後
、
10
分
以
上
休
憩
を
取
っ

て
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■
献
血
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と
日
程

▼
市
内　
月
に
１
回
程
度
、
献
血
バ

ス
で
４
０
０
㎣ 
ℓ   
全
血
献
血
を
行
っ

て
い
ま
す
。
市
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や

広
報（
暮
ら
し
の
情
報
カ
レ
ン
ダ
ー

内
）に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
市
外（
県
内
）　
主
に「
も
り
お
か

献
血
ル
ー
ム
メ
ル
シ
ー
」と
献
血
バ
ス

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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